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Ⅲ 建設業の担い手確保の取組

＜兵庫県における取組み＞

（１）長時間労働の是正
１ 適正な工期設定
２ 週休２日制度
３ ウィークリースタンス

（２）給与・社会保険
４ 社会保険等加入対策
５ 適切な設計変更

（３）生産性の向上
６ 施工時期の平準化
７ 余裕期間制度
８ ＩＣＴ活用工事
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１ 適正な工期設定について①

平成29年8月28日
建設業の働き方改革に関する関係省庁連絡会議
『建設工事における適切な工期設定等のための

ガイドライン』（H30.7改正）を策定

【発注者の役割】
発注者は、適正な工期での請負契約を締結
する役割を担う
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１ 適正な工期設定について②

■工期設定の見直し

【土木工事標準積算基準書(参考資料)
[近畿地方整備局]の改定】を準拠

【工期設定において、下記条件を考慮】

・建設工事従事者の休日（週休２日等）

・労務・資機材調達等の準備期間、現場の後片付け期間

・降雨日、降雪・出水期等の作業不能日数 等

・猛暑日における不稼働を考慮（令和5年10月～）

・平成30年10月1日単価より
純工期の見直し（日数増）
週休2日用の早見表作成
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２ 週休２日制度の推進①

（１）取組の目的

・平成26年度から試行開始
・平成29年度より、原則全ての工事を対象に受注者申告制を導入
・平成30年10月より、原則全ての工事を対象に発注者指定型を導入
・令和3年4月より、月2日を上限に土日を平日に振替え可能
・令和6年10月より、週休２日制度(交替制)を導入。

（２）取組の経緯

・工事現場における労働環境の改善
・休日を拡大する雰囲気の醸成
・将来の担い手（若手・女性技術者等）の確保
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２ 週休２日制度の推進②
（３）取組内容

Ⅰ 週休２日制度

Ｈ30.10より 原則、土木部所管の全ての工事※が発注者指定型

① 対象工事

※ 総価契約単価取決方式による工事、点検・清掃・除草等の
作業、早期復旧・早期開通を必要とする工事は対象外

②工事成績における評定
現場閉所の達成状況に応じて評価※する。
（考査項目別運用表：総括監督員の工程管理欄にて評価）
※R5.10.1～ 評定方法の変更 (従前は、主任監督員の創意工夫欄で加点)

≪週休２日制度の達成状況≫
現場閉所日数（平日振替日※を含む）を現場稼働中の土曜・日曜の全日数で除し、

少数点以下を四捨五入する。
※悪天候や作業工程等の理由により、平日が現場閉所となり、土曜や日曜に作業を行った場合は、
1ヶ月あたり2日を上限として、土曜・日曜の現場閉所日を平日に振り替えることを可能とする。



Hyogo Prefecture

２ 週休２日制度の推進③

（３）取組内容

④ 確認方法

工事履行報告書により確認

③ 諸経費等の補正

当初予定価格※に４週８休を達成した場合の補正係数を乗じる。
（達成状況を確認後、達成状況に応じて変更時に減額）
※R5.10.1 から変更 (従前は、最終設計変更時に対応)
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２ 週休２日制度の推進④
（３）取組内容

Ⅱ 週休２日制度（交替制）

「週休２日制度」による実施が困難な工事
（休日に作業が必要な工事、24時間体制で作業が必要となる工事等）

① 対象工事

※ 総価契約単価取決方式による工事、点検・清掃・除草等の
作業、災害に伴う緊急工事及び応急工事は対象外

②工事成績における評定
週休２日制度(交替制)の達成状況に応じて評価する。
（考査項目別運用表：総括監督員の工程管理欄にて評価
（その他項目に「交替制による週休２日に取り組んだ」と記載する。））

≪週休２日制度(交替制)の達成状況≫
対象期間内に現場に従事した全ての技術者及び技能労働者の休日数の割合が全ての月で28.5％

(8日／28日)以上の場合。対象期間の週休日数を現場稼働中の対象期間の日数で除し、少数点以下
第２位を四捨五入する。
※悪天候等の理由により現場が休工となった場合は、休日としてカウント可能とする。
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２ 週休２日制度の推進⑤
（３）取組内容

④ 確認方法

休日確保状況報告書により確認

③ 諸経費等の補正

当初予定価格に４週８休を達成した場合の補正係数（交替制
用）を乗じる。

（達成状況を確認後、達成状況に応じて変更時に減額）
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３ ウィークリースタンス①
（１）目的

土木部所管の全ての工事および委託業務
（災害対応等の緊急を要するものは除く）
※令和６年７月の改訂で工事を対象に追加
令和６年７月１日以降に入札公告する案件に適用する。
なお、令和６年７月１日より前に公告した案件においても、
積極的に取り組むよう努める。

（２）対象

・受発注者で1週間のルール（スタンス）を目標として設定
・計画的・効率的に工事及び業務を履行し、品質向上
・ワークライフバランスの推進
・担い手確保、育成を図る
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３ ウィークリースタンス②
（３）取組内容

着手時の打合せにおいて、受発注者間で詳細な内容を設定
①休日明け日（月曜日等）は依頼の期限日としない。
②休前日（金曜日等）は新たな依頼をしない。
③勤務時間外に書類等の作成等依頼をしない。
④昼休みや午後５時以降勤務時間外の打合せ等を行わない。
⑤作業内容に見合った作業期間を確保する。
（適正な期限日を設定する。）

⑥打合せはWeb会議(ビデオ会議機能)も活用する。
⑦前各号のほか、受発注者間において確認のうえ、
決定した工事や業務の労働環境改善に関わる取組を行う。
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３ ウィークリースタンス③
（４）進め方

①受注者は着手時に別紙－１を作成
（勤務時間、定時退社日など、工事や業務
の特性等を勘案し実施する内容を設定）

②打合せ記録簿に整理し受発注者間で共有

③中間打合せ等でフォローアップ等を行う
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６ 施工時期の平準化

■発注や施工時期の平準化

①債務負担行為の積極的な活用

②柔軟な工期設定（余裕期間制度の活用）

③積算の前倒し

④早期執行のための目標設定

➣ 発注・施工時期等の平準化を図る
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７ 余裕期間制度の活用①

（１）取組の目的

・平成31年2月25日以降の入札公告から原則活用

（２）取組の経緯

・受注者の円滑な工事施工体制の確保
・工事着手前の、労働者の確保、建設資材の調達

（３）取組内容

・契約締結日から工期の始期日までの期間
・発注者が設定する余裕期間は60日を超えない範囲

※令和５年度補正予算で発注する土木工事に限り、「120日を超えない範囲」に拡大

① 余裕期間
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７ 余裕期間制度の活用②

（３）取組内容

・主任技術者等を配置することを要しない
・現場代理人は配置することを要する
・現場に搬入しない資材等の準備が可能

② 余裕期間内について

※ 現場への資材の搬入、仮設物の設置等、工事の着手は行えない（測量を含む）
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７ 余裕期間制度の活用③

（３）取組内容

・発注者指定方式
・任意着手方式
・フレックス方式

③ 余裕期間制度の方式

➡発注者において適用する方式は、
フレックス方式を基本とする。
（令和6年4月～）
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その他

■取組内容

・工事書類作成の手引き
・快適トイレ
・熱中症対策に資する現場管理費の補正(試行)

＜兵庫県ＨＰ（土木の技術管理に関すること）＞
https://web.pref.hyogo.lg.jp/ks04/gijyutsukannri.html

QRコード(土木の技術管理に関すること)




